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【所有者及び利害関係人による問題解決】 
○空家等の適切管理について、空家等の所有者が第一義的な責任を有する 
○民民の問題は、原則、所有者と利害関係人で問題解決を行う 

【空家等分類2-2 & 10-2 申立ての利害関係人に当たり得る者の例】 
○倒壊のおそれが生じている隣地所有者 
○被害を受けている者 

【空家等分類3-3 & 11-3 申立ての利害関係人に当たり得る者の部会※資料】 
○不利益を被るおそれがある隣接地所有者 
○民間買受希望者 〇時効取得主張者     ※民法・不動産登記法部会 

 

【空家等 2-1-2 & 10-1-2 申立ての特例】 
〇市長に管理不全所有者不明（一部確知できず）土地の管理不全土地・建物 

管理命令の申立権の特例有り 

長野市空家等対応フローと空家等分類 
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